
令和８年山形県教育委員会４月定例会 

 

令和８年４月24日  

県庁舎教育委員室  

 

１ 開   会    午後２時 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

３ 会期の決定 

 

４ 報   告 

（１） 山形県立図書館運営基本プラン（第２次）の策定について   

（生涯教育・学習振興課） 

（２） 山形盲学校のアスベスト調査結果及び今後の対応について（教育政策課） 

（３） 県外志願者受入れ制度に係る要綱の一本化について    （高校教育課） 

 

５ 議   題 

議第１号 博物館法に基づく博物館の登録について 

（生涯教育・学習振興課） 

議第２号 博物館法に基づく博物館に相当する施設の指定について 

（生涯教育・学習振興課） 

議第３号 令和８年度山形県教科用図書選定審議会委員の任命について                                   

（義務教育課） 

 

６ 閉   会 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ ときめく図書館 ～学びの意欲を喚起する空間とサービスの提供～ 

（１）本との出会いを演出し、賑わいの 
拠点となる図書館づくり 

  ◇ 地域、学校、NPO等多様な主体と連携して実施する賑わいの創出 
  ◇ 知的探究心を刺激し、来館のきっかけとなる企画の実施 
  ◇ 県立図書館職員の専門性とホスピタリティの向上 

（２）県民誰もが生涯にわたり利用でき 
る図書館づくり 

  ◇ 乳幼児期からの利用促進と読育の推進 
  ◇ 児童・生徒の利用促進と読書活動の推進 
  ◇ 誰もが利用しやすい快適かつ安全安心なサービスの推進 

２ たよれる図書館 ～県民を支える資料の収集・活用と県内図書館との連携強化～ 

（１）県民の暮らしや課題解決、調査研究 
を支援する資料の収集と活用 

◇ 「山形県に関する資料は県立図書館にある｣ことを目指した郷土に関する資料の収集・保存と 
その効果的な活用 

 ◇ 県内地方公共団体の政策決定や行政事務に必要な資料・情報の収集・提供及び効果的な活用 

（２）県内図書館全体のサービス充実に 
向けた県立図書館の役割の発揮 

  ◇ 県立図書館の特性や役割を踏まえた県内図書館等への支援の充実 
  ◇ 県内図書館を支える職員等の研修の充実 
  ◇ 県内図書館との連携による重層的な図書館サービスの充実 

３ つながり・ひろがる図書館 ～デジタル化と連携協働によるサービスの充実～ 

（１）ＩＣＴを活用した利便性の向上とデ 
ジタル化の推進 

  ◇ 電子書籍サービスの充実 
  ◇ 非来館型サービスの周知広報と利便性向上 
  ◇ 貴重資料のデジタル化による長期保存対策と利活用の推進 

（２）連携・協働によるサービスの充実 

  ◇ 県民や団体等との連携・協働によるサービスの充実 
  ◇ 協働による賑わいづくりを推進するネットワークづくり 
  ◇ 次代に引き継ぐ資料の積極的な寄贈受入れ 

 

山形県立図書館運営基本プラン（第２次）の概要 

 ■目 的：これまでの取組み成果と課題等を踏まえ、県立図書館としての機能を強化し、県民の読書活動の推進及び生涯学習の環境を整えるため策定するもの 

■性 格：図書館法第７条の２に基づく「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」に規定される「基本的運営方針」であり、中期的な「事業計画」の性格を持つもの  

■期間等：令和８年度から令和 12年度までの５年間（令和８年３月策定） 

 

 

◆ 人口減少の加速化 

◆ グローバル化の進展 

◆ 生成ＡＩを始めとするデジタル化の急速な 

進展 

◆ 共生・社会的包摂性が求められる社会 

◆ 若い世代を中心に「読書離れ」が進展 

◆ 学校の情報通信環境の充実、資料等の 

デジタル化の推進 

 

【推進が必要な取組み】 

◆ 利用しやすい雰囲気・環境づくりの推進 

◆ イベントなど来館を促す取組みの展開 

◆ 児童・生徒の図書館利用の促進、学校との 

連携強化 

◆ インターネットによる情報発信の更なる 

強化 

◆ 非来館型サービスの周知広報の強化 

◆ 電子書籍サービスの充実 

◆ 貴重資料のデジタル化の推進  等 

 

【プランの取組みで準拠する計画】 

◆ 第７次山形県教育振興計画 

  ・前期計画：令和７年度～11年度 
 

◆ 第４次山形県子ども読書活動推進計画 

  ・期間：令和６年度から概ね５年間 
 

◆ 第４次山形県総合発展計画 

  ・後期実施計画：令和７年度～11年度 

【行動指針１ ときめく図書館】  ・本や人との出会いの場・情報の結節点として知の循環を促進し、県民誰もが生涯にわたりワクワク感（意欲、 
                             興味、関心）を持って学び続けられる空間とサービスを提供します。 
【行動指針２ たよれる図書館】  ・県民の学びや地域課題解決等を支援する資料を集積し活用を図るとともに、県内図書館全体のサービス充 

実につながる連携を強化します。 
【行動指針３ つながり・        ・ＩＣＴの活用による利便性の向上と資料のデジタル化の推進により、県民誰もが図書館サービスを等しく享 
            ひろがる図書館】  受できる環境づくりを進めるとともに、多様な主体との連携・協働を強化し、多岐にわたる県民ニーズや時 

代の要請に応える図書館サービスの充実を図ります。 
 

            【視点１ 戦略的な情報発信】   【視点２ 変化への対応】   【視点３ 図書館機能を活かした施策への貢献】   

 ３つの行動指針 ※目指す姿に到達するため、３つの行動指針と３つの視点を持って取組みを推進 

３つの視点 

 主な取組み方策 

 県立図書館を取り巻く社会環境の変化 

 次期プランへの主な意見等 

 プランの関連計画（現時点） 

「県民一人ひとりの生涯学習の基盤となり、知の集積と循環によって、新たな知恵や活力を生み出し、 

県民の成長と地域の賑わいに貢献する図書館」 

 

 

 

 

 

目指す姿 

■ 県民誰もが生涯にわたり学び成長する多様な読書環境を提供し、県民のウェルビーイング向上に貢献している。 
■ 人々が集い、学び、交流し、新たな価値を創造する「知の拠点」として、県内図書館等と連携し、地域の課題解決や文化の継承・発展・ 
創造的な活動を支えている。 

■ グローバル化やＤＸ化の進展など変化の激しい現代社会に柔軟に対応し、多様性や包摂性のある共生社会の実現に寄与している。 
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令和８年４月 24 日 
       

山形盲学校のアスベスト調査結果及び今後の対応について 

 

１ 概 要 

山形盲学校については、建築後 50 年以上を経過し施設設備の老朽化が深刻である状

況を踏まえ、同じく老朽化が課題となっている上山高等養護学校の敷地内に、両校を併

置する形で改築整備を行う計画としている。 

  改築整備完了後の現校舎の解体に向けた事前準備として、アスベスト調査を実施した

ところ、音楽室において天井の吹付け材にアスベストの含有が確認された。それを踏ま

え、同室の使用を中止し、アスベストの粉塵濃度を測定した結果、飛散は検出されなか

った。 

 

２ 調査の概要 

（１）調査実施校 

    県立山形盲学校（上山市金谷字金ケ瀬 1111 番地） 
 
（２）調査期間 

 令和７年 10 月 24 日から令和８年３月 19 日 
 

（３）調査結果（吹付け材にアスベストの含有が確認された箇所） 

棟名称 建築年度 確認箇所 
石綿含有 

定性分析 

粉塵濃度測定（※２）

（本/Ｌ） 

管理教室棟 Ｓ４４ 音楽室天井 
検出 

（レベル１（※１）） 

0.5 未満（※３） 

（飛散検出無） 

※１ 飛散性が著しく高いとされるレベル 

※２ 音楽室の使用を中止（代替教室を確保）し、室内のアスベスト粉塵濃度を測定 

※３ 環境省が飛散・漏洩の確認の目安としている「空気１リットル当たりのアスベスト

繊維数が 1本」を下回る結果 

 

３ 今後の対応 

   児童生徒・保護者への丁寧な情報提供に努めるとともに、早期に対策工事（アスベ

ストを除去）を実施し、児童生徒の安全安心な学習環境の確保を図る。 

 

【参考】 

 ＜山形盲学校及び上山高等養護学校改築整備スケジュール＞ 

  ・Ｒ８.２月～Ｒ９.６月 上山高等養護学校新校舎建設 

  ・Ｒ９.８月～Ｒ10.１月    〃    旧校舎解体 

  ・Ｒ10.２月～Ｒ11.４月 新体育館・新寄宿舎建設（両校で共用） 

  ・Ｒ11.６月～11 月   上山高等養護学校旧寄宿舎解体 

  ・Ｒ11.12 月～Ｒ13.３月 山形盲学校新校舎建設 

  ・Ｒ13.４月～９月    山形盲学校旧校舎解体  

以上 
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県外志願者受入れ制度に係る要綱の一本化について 

 

１ 県外志願者受入れ制度について 

① 県外志願者受入れ制度は、平成29年度に「山形県公立高等学校一般入学者選抜における県外か 

 らの志願者受入れに関する要綱」（「要綱１」とする）が策定され、一般入学者選抜で開始された。 

【対象校】ⅰ．県内唯一の学科を設置している学校 ⅱ．地域との連携が確立されている１学級規模の学校 

【条件】直近５年間における志願倍率の平均値が１倍に満たないこと 

② 令和３年度に１学級規模の学校については、推薦入学者選抜から受入れができるように、「山形 

県立高等学校小規模校入学者選抜における県外からの志願者受入れに関する要綱」（「要綱２」と 

する）として、「要綱１」とは別の要綱が策定された。 

③ 令和５年度に「要綱１」の対象を全学科に拡大するとともに、推薦入学者選抜での受入れを可能とした。 

④ 令和７年度から前期（特色）選抜及び後期（一般）選抜の導入により、下表のようになった。 

要綱 要綱１ 要綱２ 

対象校 

・直近２年における入学定員に対する合

格者数の割合が連続して９割に満たない

学科がある学校（当該学科のみ） 

・全日制の課程で入学定員 40 名の学校の

うち、学校と地域との連携が確立している

学校（分校含む） 

受入 

人員 

前期（特色）選抜及び後期（一般）選抜合

わせて 10％。ただし直近２年の合格者割

合が８割未満は 20％程度まで 

前期（特色）選抜 ８名程度まで 

後期（一般）選抜 ２名まで 

手続き 
申請 → 山形県立高等学校県外志願者 

受入審議委員会による審議 

届出 

 ＜ 今回の改正の趣旨 ＞ 

県外志願者の受入れを一層推進するため、２つの要綱を今年度から一本化し、下記のとおり 

改正するもの。 

２ 改正後の要綱のポイント 

（１）受入れ基準 

直近２年における入学定員に対する県内志願者の合格者の割合が連続して９割を満たさない学科

がある学校（第３条－１） 

（２）受入れ人員（第４条） 

    県外志願者の募集人員は、入学定員の最大50％までとし、当該校の入学定員から県内志願者の合

格数を差し引いた人数の直近２年の平均値の範囲内において、受入れ可能数を毎年学校が定める。  

※ 前期（特色）選抜と後期（一般）選抜の募集の配分についても、学校が定める。 

（３）届出 

① 受入れ条件を満たす学校が、県外志願者受入れの実施を希望する場合、校長が教育長に届出 

を行う。（第３条－２） 

② 校長は県外志願者について、地元自治体の協力を得るなどして、住居等の見通しが立ち、受 

 入れ可能であることを確認のうえ届け出る。（第３条－３） 

③ 県外志願者受入れから３年が経過するたびに、学校は再度届出を行う。（第３条－４） 

（４）その他 

現行の要綱に基づき、既に県外志願者受入れを実施している学校について、今後も引続き実施を

希望する場合は、新要綱制定後に改めて届出を求める。 

令和８年４月２４日  

高 校 教 育 課 
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山形県公立高等学校入学者選抜における県外からの志願者受入れに関する要綱 

 

山形県教育委員会 

 

   第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、別に定めがある場合を除き、山形県公立高等学校入学者選抜（以

下「入学者選抜」という）における県外からの志願者受入れに関する事務手続その他

必要な事項について定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 学校 山形県立高等学校（分校を含む。）をいう。 

(2) 志願者 前期（特色）選抜及び後期（一般）選抜における入学志願者をいう。 

(3) 県内志願者 志願者のうち保護者とともに県内に居住する者をいう。ただし、一

家転住等や「通学の便」を理由として教育長が志願を許可した者は県内志願者とみ

なす。 

(4) 県外志願者 (3)以外の志願者をいう。 

(5) 学科 山形県立高等学校管理運営規則（昭和 41 年４月教育委員会規則第３号）

別表第１に定める設置学科のうち大学科をいう。 

 

   第２章 県外志願者受入れ 

（県外志願者受入れの届出） 

第３条 入学者選抜において県外志願者の受入れを実施できるのは、直近２年における

入学定員に対する県内志願者の合格者の割合が連続して９割を満たさない学科があ

る学校とする。この場合、県外志願者の受入れは、当該学科に限るものとする。 

２ 校長は、入学者選抜において県外志願者の受入れを実施する場合、別に定める期日

まで山形県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）に届け出なければならない。 

３ 校長は県外志願者について、地元自治体の協力を得るなどして、住居等の見通しが

立ち受入れ可能であることを確認のうえ、届け出るものとする。 

４ 校長は、届出後３年が経過したのち、入学者選抜において県外志願者の受入れを継 

続して実施する場合、改めて届け出なければならない。 

 

 

 

 

 

Administrator
テキストボックス
報告3-2

Administrator
テキストボックス



 

 

（受入れ人員） 

第４条 県外志願者の募集人員及び合格者の人員は、原則として学校が次のように定 

める。 

(1) 県外志願者の募集人員は、入学定員の最大 50％までとし、当該校の入学定員か

ら県内志願者の合格数を差し引いた人数の直近２年の平均値の範囲内において、

受入れ可能数を毎年定める。 

なお、前期（特色）選抜及び後期（一般）選抜の募集人員の配分についても、学

校が定める。 

(2) 前期（特色）選抜における募集人員は、県外志願者の受入れを実施する小規模校

（全日制の課程で入学定員 40 名の学校）においては、定員の５％以上 70％以内で

定める。 

(3) 後期（一般）選抜において、志願倍率が１倍を超えない場合は、学校が定める県

外志願者の募集人員を超えて県外志願者を合格とすることができる。 

 

第３章 補則 

（雑則） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、県外からの志願者受入れに関して必要な事項

は、教育長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月 21 日から施行する。 
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議第 １ 号 

 

博物館法に基づく博物館の登録について 

 

博物館法（昭和 26年法律第 285号）第 11条の規定により、次のとおり博物館の登録

を行う。 

 

１ 登録年月日及び記号番号 

  令和８年４月 24日 

  山形第４号 

２ 設置者の名称及び住所 

  天童市 

  天童市老野森一丁目１番１号 

３ 名称 

  天童市美術館 

４ 所在地 

  天童市老野森一丁目２番２号 

 

 

提 案 理 由 

博物館法第 12条の規定による博物館の登録申請があったので、提案するものである。 

 

令和８年４月 24日提出 

       

山形県教育委員会 

教育長 須 貝 英 彦 
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＜別添資料＞ 

 

博物館法に基づく博物館の登録について 

 

 

１ 天童市美術館の概要 

  天童市美術館は、県内初めての公立美術館として平成２年 10月に開館。（設置は６月）

国内外の優れた美術作品を公開する企画展示と、今野忠一、熊谷守一、豊田豊といった

作家の作品収集や展示を軸としている。 

 

２ 山形県博物館登録等審査会における審査の概要 

（１）開催日 

   令和８年３月 27日（金） 

 

（２）構成員 

   会 長 山形県教育局生涯教育・学習振興課長 飯野 典朗 

審査員 山形県立博物館副館長兼学芸課長   矢野 純嗣 

〃    〃    研究調査専門員    山口 真 

〃    〃    学芸員         稲垣 圭祐 

 

（３）審査方法 

   博物館法及び山形県博物館登録審査基準に基づき、申請書類及び実地調査により審査 

 

（４）審査結果（詳細は別紙参照） 

博物館法第 13 条第１項各号に規定する博物館の登録要件のいずれにも該当する  

と認められるため、博物館の登録を行うことが適当であるとの結論に達した。 
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博物館登録の審査結果 

 

申請者名 天童市        

博物館名 天童市美術館    
 

博物館の登録要件（博物館法第 13条第 1項各号） 適否 

１ 

設

置

者 

次に掲げる要件のいずれにも該当する法人 － 

 

(1) 博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること。 － 

(2) 当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な

知識又は経験を有すること。 
－ 

(3) 当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること。 － 

当該申請に係る博物館の設置者が、法第 19条第１項の規定により登録を取り消され、そ

の取消しの日から２年を経過しない者でないこと。 
○ 

２ 

博
物
館
資
料
の
収
集
、
保
管
及
び
展
示
並
び
に

博
物
館
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
体
制 

 

(1) 博物館資料の収集、保管及び展示（インターネットの利用その他の方法により博物

館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。）並びに博物館資料に関する調査研究の

実施に関する基本的運営方針を策定し当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、

相当の公益性をもつて博物館を運営する体制を整備していること。 

○ 

(2) (1)の基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管理の方針を定め、当該方針

に基づき、博物館資料を体系的に収集する体制を整備していること。  
○ 

(3) (2)に規定する博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物館資料

の目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備している

こと。   

○ 

(4) 一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示（インターネットの利用その他の

方法により博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。）を行い、又は特定の

主題に基づき、所蔵する博物館資料若しくは借用した博物館資料による展示を行う体

制を整備していること。   

○ 

(5) 単独で又は他の博物館若しくは法第３条第１項第 12 号に掲げる学術若しくは文

化に関する諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、その成果を活用す

る体制を整備していること。   

○ 

(6) 博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他の

教育活動を行う体制を整備していること。   
○ 

(7) 法第７条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されているこ

と。 
○ 

３ 

学
芸
員
そ
の

他
の
職
員
の
配
置 

 (1) ２(1)の基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる館長が置

かれていること。   
○ 

(2) 学芸員が置かれていること。 ○ 

(3) ２(1)の基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれていること。 ○ 

４

 

施

設

及

び

設

備 

(1) 博物館資料の収集、保管及び展示（インターネットの利用その他の方法により博物

館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。）並びに博物館資料に関する調査研究を

安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。 

○ 

(2) 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。 ○ 

(3) 博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な

配慮がなされていること。 
○ 

(4) 高齢者、障がい者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困

難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること。 
○ 

５ 

開
館 

日
数 

 

１年を通じて150日以上開館すること。 ○ 

 

別紙 
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別紙（学識経験者の意見書） 

令和８年３月３１日 

 

山形県教育委員会教育長 殿 

 

山形県立博物館長 舟山 和彥 

 

博物館の登録について（回答） 

 

令和８年３月４日付け生学第 485 号により依頼のありましたこのことについての

意見は下記１のとおりであり、当該施設を登録することは 

■ 適当と認めます。 

□ 下記２の条件を付して、適当と認めます。 

 

記 

 

１ 意見 

 

 ・天童市美術館は県内初の公立美術館であり、館員の不断の努力により、地域に密

着した美術館として、展示事業及び教育普及活動において特色ある活動を継続して

おこなってきたことを、実地調査において確認した。 

 

・昨年度、施設・設備の大規模な改修工事がおこなわれたが、新たにエレベーターが

設置されるなど、インクルーシブ的な視点も大いに取り入れられている。また、展

示室、収蔵庫等もしっかりと管理されており、登録施設として十分にふさわしい諸

条件を満たしている。 

 

・隣接する文化施設等とより連携を深めながら、地域の文化・観光・交流の拠点とし

て、改正博物館法の趣旨を体現する美術館となることを大いに期待したい。 
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議第 ２ 号 

 

博物館法に基づく博物館に相当する施設の指定について 

 

博物館法（昭和 26年法律第 285号）第 31条第１項の規定により、次のとおり博物館

に相当する施設の指定を行う。 

 

１ 指定年月日 

  令和８年４月 24日 

２ 設置者の名称及び住所 

  株式会社ソーゴーエンタープライズ 

  天童市鎌田本町一丁目１番 30号 

３ 名称 

  広重美術館 

４ 所在地 

  天童市鎌田本町一丁目２番１号 

 

 

提 案 理 由 

博物館法施行規則第 23 条の規定による博物館に相当する施設の指定申請があったの

で、提案するものである。 

 

令和８年４月 24日提出 

       

山形県教育委員会 

教育長 須 貝 英 彦 
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＜別添資料＞ 

 

博物館法に基づく博物館に相当する施設の指定について 

 

 

１ 広重美術館の概要 

  広重美術館は、平成 9年（1997）4月に浮世絵専門美術館として開館し、株式会社滝の

湯ホテルが収集した、初代〜五代広重を中心とする浮世絵約 1,500 点を収蔵している。

作品保護のため毎月作品を入れ替え、浮世絵の楽しみ方や江戸文化など、さまざまなテ

ーマで企画展を開催するとともに、講演会、ワークショップ、バーチャル美術館など、

浮世絵やアートに親しむイベントを実施し、浮世絵の調査・研究にも取り組んでいる。 

 

２ 山形県博物館登録等審査会における審査の概要 

（１）開催日 

   令和８年３月 27日（金） 

 

（２）構成員 

   会 長 山形県教育局生涯教育・学習振興課長 飯野 典朗 

審査員 山形県立博物館副館長兼学芸課長   矢野 純嗣 

〃    〃    研究調査専門員    山口 真 

〃    〃    学芸員         稲垣 圭祐 

 

 

（３）審査方法 

   博物館法及び山形県博物館に相当する施設指定審査基準に基づき、申請書類及び実地

調査により審査 

 

（４）審査結果（詳細は別紙参照） 

博物館法施行規則第 24条第 1項各号に規定する指定要件のいずれにも該当すると認

められるため、博物館に相当する施設の指定を行うことが適当であるとの結論に達し

た。 
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博物館登録の審査結果 

 
申請者名 株式会社ソーゴーエンタープライズ  

博物館名 広重美術館             
 

博物館に相当する施設の指定要件（博物館法施行規則第 24条第 1項各号） 適否 

１ 
 

設
置
者 

当該申請に係る博物館の設置者が、法第 19条第１項の規定により登録を取り消され、そ

の取消しの日から２年を経過しない者でないこと。 
○ 

２ 

博
物
館
資
料
の
収
集
、
保
管
及
び
展
示
並
び
に

博
物
館
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
体
制 

 

(1) 博物館資料の収集、保管及び展示（インターネットの利用その他の方法により博物

館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。）並びに博物館資料に関する調査研究の

実施に関する基本的運営方針を策定し当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、

相当の公益性をもつて博物館を運営する体制を整備していること。 

○ 

(2) (1)の基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管理の方針を定め、当該方針

に基づき、博物館資料を体系的に収集する体制を整備していること。  
○ 

(3) (2)に規定する博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物館資料

の目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備している

こと。   

○ 

(4) 一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示（インターネットの利用その他の

方法により博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。）を行い、又は特定の

主題に基づき、所蔵する博物館資料若しくは借用した博物館資料による展示を行う体

制を整備していること。   

○ 

(5) 単独で又は他の博物館若しくは法第３条第１項第 12 号に掲げる学術若しくは文

化に関する諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、その成果を活用す

る体制を整備していること。   

○ 

(6) 博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他の

教育活動を行う体制を整備していること。   
○ 

(7) 法第７条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されているこ

と。 
○ 

３ 

学
芸
員
そ
の

他
の
職
員
の
配
置 

 (1) ２(1)の基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる館長が置

かれていること。   
○ 

(2) 学芸員に相当する職員が置かれていること。 ○ 

(3) ２(1)の基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれていること。 ○ 

４

 

施

設

及

び

設

備 

(1) 博物館資料の収集、保管及び展示（インターネットの利用その他の方法により博物

館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。）並びに博物館資料に関する調査研究を

安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。 

○ 

(2) 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。 ○ 

(3) 博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な

配慮がなされていること。 
○ 

(4) 高齢者、障がい者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困

難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること。 
○ 

５ 

施
設
及
び

設
備
の
公
開 

一般公衆の利用のために当該施設及び設備を公開すること。 ○ 

６ 

開
館

日
数 

 

１年を通じて100日以上開館すること。 ○ 

 

別紙 
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